
ものづくり実用化評価支援補助金交付要綱 

 

平成 22 年 7 月７日 

経 済 局 長 決 裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，本市内のものづくり中小企業者の競争力の強化と次代を担う新産業

の創出を図るため，ものづくり中小企業が自社の新製品及び新技術（以下「製品等」と

いう。）への各種支援機関による技術的支援の提供を受けて実施する実証及び性能評価等

（以下「実証等」という。）に要する経費の一部に対し，予算の範囲内において補助金を

交付することについて，仙台市補助金交付規則（昭和５５年仙台市規則第３０号。以下

「規則」という。）及び仙台市商工業振興条例施行規則（昭和６２年仙台市規則第３３号）

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところに

よる。 

一 中小企業者 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成１８年法

律第３３号）第２条第１項に規定する中小企業者（個人を除く。） 

 二 補助事業者 第９条第１項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者 

 三 補助事業  第９条第１項の規定による補助金の交付決定の対象となった事業 

 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は，中小企業が行う補助事業に要する経費であって，

別表に掲げる経費のうち，市長が必要かつ適当と認めるもの（以下「補助対象経費」と

いう。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，補助金交付の対象となる事業について，他の補助金，助成

金が交付されている場合は，原則として補助金は交付しない。 

 

（補助率） 

第４条 補助金の額は，補助対象経費の３分の２以内とする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は，次に掲げる要件に該当する中小企業者

とする。 

 一 本市内に事業所又は工場を有すること。 
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 二 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有するもの

に限る）を行い，かつ，本市の市税を滞納していないこと。 

 

（市税の滞納がないことの確認） 

第６条 前条各号に規定する要件は，市長が，補助金の交付の申請をしようとする中小企

業者（以下「申請者」という。）の同意を得た上で市税の納付状況を調査することにより

確認するものとする。ただし，申請者が市税の滞納がないことの証明書（申請日前３０

日以内に交付を受けたものに限る。）を提出した場合はこの限りでない。 

 

（市税の取扱い） 

第７条 前条に規定する市税とは，個人の市民税（当該法人が仙台市市税条例第２２条各

項の規定に基づき，特別徴収義務者に指定されている場合に限る。），法人の市民税，固

定資産税，軽自動車税，特別土地保有税，事業所税及び都市計画税とする。 

 

（交付の申請） 

第８条 申請者は，様式第１号による補助金交付申請書を市長に提出するものとする。 

２ 申請者は，前項の規定による申請をするに当たって，当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額とし

て控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による地方消費税額の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし，

申請時において当該消費税等仕入税額が明らかでないものについては，この限りでない。 

 

（交付の決定等） 

第９条 市長は，前条第１項に規定する補助金交付申請書の提出があったときは，その内

容を審査の上，適正と認められるときは，補助金の交付決定を行い，様式第２号による

通知書により申請者に通知するものとする。 

２ 前条第１項の規定による補助金交付申請書を受理してから，当該申請に係る前項によ

る交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は，６０日間とする。 

３ 市長は，第１項の規定による通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者は，補助金の交付決定の通知を受けた場合において，交付決定の内

容又はこれに付された条件に対して不服があり，補助金の交付の申請を取り下げようと

するときは，交付決定の通知があった日から１０日以内にその旨を記載した書面を市長
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に提出しなければならない。 

 

（計画変更の承認） 

第１１条 補助事業者は，次に掲げる場合には，あらかじめ様式第３号による変更申請書

を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

 一 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき（各配分額の２０

パーセント以内の流用増減を除く。） 

 二 補助事業の内容を変更しようとするとき（次に掲げる軽微な変更を除く。） 

  （ア）補助目的に変更をもたらすものでなく，かつ，中小企業者の自由な創意により，

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

  （イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

 三 補助事業の全部若しくは一部を中止し，又は廃止しようとするとき 

 四 補助事業の全部若しくは一部を他に継承させようとするとき 

２ 市長は，前項の承認をする場合において，必要に応じ交付の決定の内容を変更し，又

は条件を付することができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１２条 補助事業者は，第９条第１項の規定による交付決定によって生じる権利の全部

又は一部を市長の承諾を得ずに，第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，

信用保証協会，資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項

に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の２に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては，この限りでな

い。 

２ 市長が第１５条第１項の規定による補助金の額の確定を行った後，補助事業者が前項

ただし書の規定により債権の譲渡を行い，補助事業者が市長に対し，民法（明治２９年

法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に

関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２

項の規定による通知又は承諾の依頼を行う場合には，市長は次に掲げる事項を主張する

権利を保留し又は次に掲げる異議を留めるものとする。また，補助事業者から債権を譲

り受けた者が市長に対し，民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項の規定によ

る通知又は承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

 一 市長は，補助事業者に対して有する請求債権については，譲渡対象債権金額と相殺

し，又は，譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること 

 二 債権を譲り受けた者は，譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は

これへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと 

 三 市長は，補助事業者による債権譲渡後も，補助事業者との協議のみにより，補助金
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の額その他の交付決定の変更を行うことがあり，この場合，債権を譲り受けた者は異

議を申し立てず，当該交付決定の内容の変更により，譲渡対象債権の内容に影響が及

ぶ場合の対応については，専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決

定されなければならないこと 

 

（遂行状況報告） 

第１３条 補助事業者は，補助事業の遂行状況について，市長の要求があったときは速や

かに様式第４号による報告書を市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は，補助事業を完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む。）は，その日から起算して３０日を経過する日又は翌年度の４月１０日のいずれ

か早い日までに様式第５号による実績報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，補助事業者がやむを得ない理由により第１項の実績報告書を提出できない場

合は，期限について猶予することができる。 

３ 補助事業者は，第１項の実績報告を行うに当たって，補助金に係る消費税等仕入控除

税額が明らかな場合には，当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 市長は，前条第１項の報告を受けた場合には，報告書等の書類の審査及び必要

に応じて現地調査等を行い，その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の

内容（第１１条に基づく承認をした場合は，その承認された内容）及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，様式第６号により当該

補助事業者に通知する。 

２ 市長は，補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を

超える補助金が交付されているときは，その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は，当該命令のなされた日から２０日以内とし，期限内に納

付がない場合には，未納に係る金額に対して，その未納に係る期間に応じて年利１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１６条 市長は，第１４条の規定による実績報告を受けた場合において，当該補助事業

の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは，

これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずるものとし，理由

を付して書面により通知するものとする。 
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（補助金の交付） 

第１７条 市長は，第１５条の規定による補助金の額の確定等を行った後に補助金を交付

するものとする。ただし市長は，事業の遂行上必要があると認められるときは，補助金

を規則第１５条ただし書の規定による概算払（前金払）により交付することができる。 

２ 第１５条に規定する通知を受けた補助事業者は，補助金の交付を受けようとする場合

は，様式第７号による書面を市長に提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 補助事業者は，補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税等仕入控除税

額が確定した場合には，様式第８号により速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は，前項の報告があった場合には，当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずる。 

３ 第１５条第３項の規定は，前項の返還の規定について準用する。 

 

（立入検査等） 

第１９条 市長は，必要があると認めるときは，補助事業者から報告もしくは資料の提出

を求め，又は当該職員にその事務所，事業所等に立ち入らせ，書類その他の物件を検査

させ，もしくは関係者に質問させるものとする。 

２ 市長は，前項の規定による検査等の結果，必要があると認めるときは，補助事業者に

対し改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第２０条 市長は，第１１条第１項第３号の規定による補助事業の全部若しくは一部の中

止若しくは廃止の申請あった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には，第９条

第１項の規定による交付の決定の全部若しくは一部を取消し，又は変更することができ

る。 

 一 補助事業者が，法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示

に違反した場合 

 二 補助事業者が，補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 三 補助事業者が，補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場合 

 四 交付の決定後生じた事情の変更等により，補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

２ 市長は，前項の規定による交付決定の取消をした場合において，既に当該取消に係る

部分に対する補助金が交付されているときは，期限を付して当該補助金の全部又は一部

の返還を命ずる。 

 5



３ 市長は，前項の返還を命ずる場合には，第１項第４号に規定する場合を除き，その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて，年利１０．９５パーセン

トの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については，第１５条第３項の規定を準用する。 

 

（補助事業の経理等） 

第２１条 補助事業者は，補助事業の経費については，帳簿及びすべての証拠書類を備え，

他の経理と明確に区分して経理し，常にその収支の状況を明らかにしておかなければな

らない。 

２ 補助事業者は，前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合

を含む。）の日に属する年度の終了後１０年間，市長の要求があったときは，いつでも閲

覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（事業化等の報告） 

第２２条 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後３年間，毎会

計年度終了後３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間（補助事業の完了した日の属

する会計年度の翌会計年度については，過去２年間）の製品等の事業化・販売の状況等

について，様式第９号による報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は，前項の報告をした場合，その証拠となる書類を当該報告に係る会計年

度の終了後３年間保存しなければならない。 

 

（委任） 

第２３条 この要綱の施行に関し必要な事項は，経済局長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，平成２２年７月７日から実施する。 
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別表（第３条関係） 

 

経費区分 

評価検証費，評価委託費，技術指導費，その他の経費 
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